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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加入者ＩＤを有し、第１および第２ネットワーク上で通信するためのトランシーバ手段
を有するマルチモード移動端末であって、前記移動端末が、更に
　　前記第１ネットワークが有効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許可するかどうか
を決定するための手段と、
　　前記第２ネットワークが有効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許可するかどうか
を決定するための手段と、
　　前記加入者ＩＤが前記第１ネットワークに関して有効であるかどうかを決定するため
の手段と、
　　前記加入者ＩＤが前記第２ネットワークに関して有効であるかどうかを決定するため
の手段と、
　　前記移動端末の前記加入者ＩＤが前記第１ネットワークおよび前記第２ネットワーク
の両方で無効である場合に、前記第１ネットワークがアクセスを許可するかどうかを決定
するための手段と前記第２ネットワークがアクセスを許可するかどうかを決定するための
手段とにおける決定結果に応じて、有効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許可する前
記第１または第２ネットワークの選ばれた１つで通信するように前記トランシーバ手段を
制御するための制御手段と、
を含むことを特徴とする移動端末。
【請求項２】
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　更に、前記加入者ＩＤが無効であることをユーザに通知するためのディスプレイ手段と
、
　前記第１または第２ネットワークの１つを通信のために使用することを通知するユーザ
からの入力を受信するための入力手段とを含み
　前記制御手段が、ユーザが指定する前記第１または第２ネットワークの１つで通信する
ように前記トランシーバ手段を制御するための手段を含む請求項１記載の移動端末。
【請求項３】
　前記第１ネットワークが衛星ネットワークであり、前記第２ネットワークが地上ネット
ワークである請求項１記載の移動端末。
【請求項４】
　前記衛星ネットワークがアジア・セルラ衛星システムである請求項３記載の移動端末。
【請求項５】
　前記第１ネットワークがディジタル・ネットワークであり、前記第２ネットワークが有
効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許可するＡＭＰＳネットワークである請求項１記
載の移動端末。
【請求項６】
　前記ディジタル・ネットワークがアジア・セルラ衛星システムである請求項５記載の移
動端末。
【請求項７】
　前記ディジタル・ネットワークが、有効な前記加入者ＩＤなしで緊急呼び出しアクセス
のみを許可する地上ネットワークである請求項５記載の移動端末。
【請求項８】
　前記制御手段が、有効な前記加入者ＩＤなしで利用可能な最も広い通信サービスを前記
移動端末に対して提供するように、前記ＡＭＰＳネットワーク上で通信するように前記ト
ランシーバ手段を制御するための手段を含む請求項７記載の移動端末。
【請求項９】
　更に、前記第１ネットワークおよび前記第２ネットワークの少なくとも１つに関する前
記移動端末の前記加入者ＩＤを内包する加入者ＩＤモジュールを含む請求項１記載の移動
端末。
【請求項１０】
　更に、有効な前記加入者ＩＤなしで前記第１および第２ネットワークから利用可能な通
信サービスの定義を内包する記憶手段を含む請求項９記載の移動端末。
【請求項１１】
　更に、有効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許可しない前記第１ネットワークまた
は前記第２ネットワークの１つに関する有効な前記加入者ＩＤを前記移動端末が有しない
限り、有効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許容しない前記第１ネットワークまたは
前記第２ネットワークの１つで通信する前記トランシーバ手段の動作を阻止するための手
段を含む請求項１記載の移動端末。
【請求項１２】
　更に、有効な前記加入者ＩＤなしで前記移動端末が通信する時に、有効な前記加入者Ｉ
Ｄを要求する通信サービスへユーザがアクセスするのを阻止するための手段を含む請求項
１記載の移動端末。
【請求項１３】
　前記トランシーバ手段を制御するための前記制御手段が、更に、前記移動端末の前記加
入者ＩＤが前記第１ネットワークおよび前記第２ネットワークの両方で無効である場合に
、有効な前記加入者ＩＤなしでのアクセスを許可する前記第１または第２ネットワークの
選ばれた１つで通信するように前記トランシーバ手段を制御するために、前記第１ネット
ワークがアクセスを許可するかどうかを決定するための前記手段および前記第２ネットワ
ークがアクセスを許可するかどうかを決定するための前記手段に応答する手段を含む請求
項１記載の移動端末。
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【請求項１４】
　有効な加入者ＩＤなしで第１レベルのアクセスを許可する第１ネットワークおよび有効
な加入者ＩＤなしで第１レベルのアクセスよりも低い第２レベルのアクセスを許可する第
２ネットワークにおける移動端末の二重モード動作のための方法であって、前記移動端末
が前記加入者ＩＤを有しており、前記方法が次の
　　前記第１レベルのアクセスおよび前記第２レベルのアクセスを決定する工程と、
　　前記移動端末の前記加入者ＩＤが有効であるかどうかを決定する工程と、
　　前記加入者ＩＤが前記第１ネットワーク及び前記第２ネットワークに関して無効であ
ると決定された場合に、前記第１ネットワーク上での動作を選択する工程と、を含む方法
。
【請求項１５】
　前記第１ネットワークでの動作を選択する前記工程が、更に、前記第１ネットワーク上
での動作を自動的に選択する工程を含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記選択工程が次の前記加入者ＩＤが無効であると決定された場合に、予め記憶されて
いるネットワーク選択基準をオーバーライドする工程、および
　前記移動端末の前記加入者ＩＤが無効である場合に、前記決定された第１レベルおよび
第２レベルに基づいて自動的に前記第２ネットワークから前記第１ネットワークへ動作を
切り換える工程、を含む請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記選択工程が次の無効な前記加入者ＩＤの通知をユーザに提供する工程と、および次
に前記第２ネットワークから前記第１ネットワークへの切り替えのユーザ確認を受信する
工程と、を含む請求項１４記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動端末の前記加入者ＩＤが有効であるかどうかを決定する前記工程が、前記第１
ネットワークまたは前記第２ネットワークの少なくとも１つでユーザが動作を開始するこ
とに応答して開始される請求項１４記載の方法。
【請求項１９】
　前記移動端末の前記加入者ＩＤが有効であるかどうかを決定する前記工程が、ユーザま
たは前記移動端末の少なくとも１つによって開始されるシステム・アクセス試行の一部と
して開始される請求項１４記載の方法。
【請求項２０】
　前記移動端末の前記加入者ＩＤが有効であるかどうかを決定する前記工程が、ユーザに
よる緊急呼び出し開始に応答して開始される請求項１４記載の方法。
【請求項２１】
　更に、前記加入者ＩＤが無効であると決定された場合に、予め記憶されているネットワ
ーク選択基準をオーバーライドする工程を含む請求項１４記載の方法。
【請求項２２】
　更に、前記加入者ＩＤが無効であると決定された場合に、有効な前記加入者ＩＤを要求
する通信サービスへユーザがアクセスすることを阻止する工程を含む請求項１４記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は通信システムに関するものであって、更に詳細には、２またはそれ以上の無線通
信網において動作するマルチモード移動端末に関する。
【０００２】
（発明の背景）
公衆セルラ電話網（公衆地上移動電話網）は複数の加入者に対して音声およびデータの通
信を提供するために広く採用されている。例えば、ＡＭＰＳ、ＥＴＡＣＳ、ＮＭＴ－４５



(4) JP 4335447 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

０、およびＮＭＴ－９００などと呼ばれるアナログ・セルラ無線電話システムが世界中で
成功裏に展開している。もっと最近では、北米でＩＳ－５４Ｂ（およびそれの後継機ＩＳ
－１３６）と呼ばれるものや汎欧州ＧＳＭのようなディジタル・セルラ無線電話システム
も導入されてきた。これらのシステムおよびその他のものについて、例えば、１９９３年
米国マサチュセッツ州ホーウッド市のアルテック・ハウス（Ａｒｔｅｃｈ　Ｈｏｕｓｅ）
から出版された、バルストン（Ｂａｌｓｔｏｎ）等による“セルラ無線システム（Ｃｅｌ
ｌｕｌａｒ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）”と題する本に記述されている。更に、衛星
を使った無線通信システムも用いられるようになって、ロッキード・マーティン社（Ｌｏ
ｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）によって創設されたアジア・セ
ルラ衛星システム（ＡＣｅＳ）などのいろんな領域に無線通信を提供している。更に、単
一の端末で異なる複数のネットワークへアクセスできる二重モード移動端末が知られてい
る。例えば、アナログ／ディジタルの二重モード端末や衛星／地上の二重モード端末は、
多様な地理的領域においてユーザが利用できる通信能力を最大化するものとして望ましい
ものである。
【０００３】
図１は上述の無線通信標準の１つを実現する従来の地上無線通信システム２０を示す。こ
の無線システムには、基地局２６および１つの移動電話交換局（ＭＴＳＯ）２８からサー
ビス提供される複数のセル２４と通信を行う１または複数の無線移動端末２２が含まれる
。図１には３個のセル２４しか示されていないが、典型的なセルラ無線電話網は数百のセ
ルを含み、１個よりも多いＭＴＳＯ２８を含み、また数千の無線移動端末２２にサービス
提供する。
【０００４】
セル２４は一般に通信システム２０のノードとして機能し、そこから無線移動端末２２と
ＭＴＳＯ２８との間に、セル２４にサービス提供する基地局２６を経由してリンクが確立
される。各セル２４は、それに対して、１または複数の専用制御チャンネルおよび１また
は複数の通信チャンネルが割り当てられよう。制御チャンネルはセルの識別（ＩＤ）およ
びページング情報を送信するための専用のチャンネルである。通信チャンネルは音声およ
びデータ情報を搬送する。この通信システム２０全体にわたり、２つの移動端末２２間に
、あるいは１個の無線移動端末２２と地上通信線電話ユーザ３２との間に公衆電話交換網
（ＰＳＴＮ）３４を介して全二重式無線通信リンク３０が実現されよう。基地局２６の機
能は、一般に、セル２４と無線移動端末２２との間の無線通信をハンドリングすることで
ある。この能力において、基地局２６は主としてデータおよび音声信号に対する中継局と
して機能する。
【０００５】
図２は従来の空中無線通信システム４０を示す。空中無線通信システム４０は図１の従来
の地上無線通信システム２０によって実行されるものと類似の機能を実行するために採用
されよう。特に空中無線通信システム４０は典型的には１または複数の衛星４２を含み、
それらの衛星は１または複数の地上局４４と衛星無線移動端末２３との間の中継またはト
ランスポンダとして働く。衛星４２は衛星無線移動端末２３および地上局４４と、全二重
式通信リンク４６を介して通信する。各地上局４４は次にＰＳＴＮ３４へつながれて、無
線移動端末２３と従来の地上通信線電話３２（図１）との間の通信を許容する。
【０００６】
空中無線通信システム４０はそのシステムによってサービス提供される全エリアをカバー
する単一のアンテナ・ビームを使用してもよいし、あるいは図２に示すように、空中無線
通信システム４０は、各々がそのシステムのサービス領域内で明確に区別される地理的カ
バレッジ・エリア５０にサービス提供する複数の、重複を最小化したマルチ・ビーム４８
を発生するように設計することもできる。衛星４２およびカバレッジ・エリア５０はそれ
ぞれ、地上無線通信システム２０の基地局２６およびセル２４と似た機能を提供する。
【０００７】
このように、空中無線通信システム４０は従来の地上無線通信システムによって実行され
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るのと類似の機能を実行するために採用されよう。特に、空中無線電話通信システム４０
は、広い地理的エリア全体に人口が分散している場所や、起伏が激しいため従来の地上通
信線の電話や地上無線のインフラストラクチャが技術的および経済的に非現実的な場所で
特に用途がある。
【０００８】
それらの各種の通信網へのアクセスに関する制御は何らかの形式のユーザ（加入者）識別
によって提供されるのが一般的である。例えばＡＭＰＳシステムのような初期のアナログ
・システムでは、加入者のＩＤ（アイデンティティ）認証は必要とされないことが普通で
、サービス課金は一般にそのアナログ移動端末に割り当てられた電話番号に対して行なわ
れる。ディジタルおよび衛星を使ったシステムの導入とともに、パージングやショート・
メッセージのサービスのような、非常に膨大な通信サービス・オプションが通信網のユー
ザ（加入者）に利用できるのが普通になってきた。従って、それらのネットワークは、ユ
ーザの加入者ＩＤに対して許容されるレベルにおいてそのネットワークへアクセスしよう
とする移動端末から加入者ＩＤ証明を要求するのが普通である。例えば、ＧＳＭシステム
では、移動端末に対して加入者ＩＤモジュール（ＳＩＭ）が与えられるのが普通であり、
そして加入者ＩＤを提供し、それをその端末が通信網のプロバイダに提供することによっ
てそのネットワークへのアクセスを得る。次にネットワークはその移動端末へのアクセス
を許可する前に、提供された識別が有効であることを証明する。
【０００９】
有効な加入者識別なしでのアクセスは通信網毎に異なる。例えば、ＧＳＭは緊急の呼び出
しは許可するが、ＡＣｅＳはアクセスを全く許可しない。通常の動作に関して、ＧＳＭに
基づくディジタル・システムは、移動端末のスイッチ・オンする時に、端末中に有効な加
入者ＩＤを備えたＳＩＭカードが存在することを要求するのが一般的である。この加入者
ＩＤは移動端末のネットワーク・アクセス間にネットワークの要求に従って証明されて、
そのプロセスの結果として許可または拒否される。認証プロセスが失敗した時に電話機に
存在する任意のＳＩＭは、その端末がスイッチ・オフされるかあるいはそのＳＩＭカード
が置き換えられるまでは無効であるとみなされるのが普通である。もし電源投入時に有効
なＳＩＭカードがなければ、あるいはそのＳＩＭカードが取り外されるか、無効になった
場合は、システムは緊急呼び出しなどの限られたユーザ・サービスのみを提供するのが普
通である。他のシステムでは有効なＳＩＭなしでは緊急呼び出しのアクセスすら提供しな
い。
国際出願番号第ＷＯ－Ａ－９７０７６４２号は複数のネットワークにアクセスするための
方法および装置を開示している。端末にはユーザＩＤモジュールが付随しており、ユーザ
は、ユーザＩＤモジュールが端末から取り外された場合に端末が継続して利用できる端末
の動作モードを選択できる。国際出願番号第ＷＯ－Ａ－９２１６０７７号は緊急の場合に
自動的なシステム選択ができるラジオについて述べている。ラジオは第１のシステム中で
緊急情報信号を送信し、次に第１システム中でその信号の送信が成功しなかったことが決
まった後で、第２システム中で緊急情報信号を送信する。
【００１０】
二重モード移動端末に関する１つの問題は加入者識別が失われた場合に発生する。割り当
てられた識別は支払いの障害やその他の加入者による操作が原因で、あるいは通信網との
間での識別情報の交換時の通信エラーが原因で失われることがあろう。１つのネットワー
クへのアクセスばかりを行なう場合は、動作モードを選択するための移動端末のプロトコ
ルはユーザ利便性にとって最適とは言えない。
【００１１】
（発明の概要）
従って、本発明の１つの目的は、加入者識別が無効であると決定した場合の、マルチモー
ド移動端末のサービス選択プロトコルの問題点を解決することである。
【００１２】
本発明の更に別の目的は、移動端末が有効な加入者識別を有するかどうかに関わり無く、
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緊急の電話サービスを提供しようと試みる、移動電話端末およびその動作方法を提供する
ことである。
【００１３】
これらおよびその他の目的は、本発明に従って、加入者ＩＤを有するマルチモード移動端
末であって、加入者ＩＤが無効である場合に、通信網がサポートするサービス・レベルの
知識を利用して、可能な最大のサービス利用を許容する通信モードへ案内するマルチモー
ド移動端末を提供することによって提供される。本発明の移動端末は、緊急呼び出しを処
理するために現在のモード（ネットワーク）から別のモードへ通信サービスを切り換える
機能を提供するばかりでなく、有効な加入者ＩＤなしで利用可能なサービスに基づいて通
信網上でのユーザ動作を制限することも行なう。本発明の移動端末の動作は、移動端末の
メモリに含まれるかあるいはネットワークから移動端末によって得られる、各種の通信網
上でのサービス・レベル情報によってサポートされる。その移動端末が利用できる各通信
網に関するサービス利用情報に基づいて、その移動端末は、有効な加入者識別を持たない
場合に、開始した呼び出しを行なうために利用できる適当なネットワークを選択する。そ
のような呼び出しの例は９１１番のような緊急呼び出しである。
【００１４】
特に、本発明の第１の態様に従って、加入者ＩＤを有するマルチモード移動端末が提供さ
れる。この移動端末は第１および第２の無線通信網上で通信を行なうためのトランシーバ
手段を含む。この端末は更に、第１のネットワークが有効な加入者ＩＤなしでのアクセス
を許可するかどうか、また第２のネットワークが有効な加入者ＩＤなしでのアクセスを許
可するかどうかを決定するための手段を含む。更に、この端末はその移動端末の加入者Ｉ
Ｄが第１ネットワークまたは第２ネットワークに対して有効かどうかを決定するための手
段を含む。最後に、この移動端末は、その移動端末の加入者ＩＤが第１ネットワークおよ
び第２ネットワークの両方で無効である場合に、有効な加入者ＩＤなしでのアクセスを許
可する第１または第２ネットワークの選ばれた１つで通信を行なうようにトランシーバ手
段を制御するための手段を含む。
【００１５】
本発明の移動端末の更に別の形態では、移動端末はユーザに対して加入者ＩＤが無効であ
ることを通知するためのディスプレイ手段を含む。この端末は、更に、通信のために前記
第１または第２ネットワークの１つを指定するユーザからの入力を受信するための入力手
段を含む。この実施の態様で、トランシーバを制御するための前記手段は、更に、前記第
１または第２ネットワークのうちユーザが指定する１つの上で通信するようにトランシー
バ手段を制御するための手段を含む。
【００１６】
本発明の移動端末は、前記第１ネットワークが衛星ネットワークで、前記第２ネットワー
クが地上ネットワークである環境において使用されよう。衛星ネットワークはアジア・セ
ルラ衛星システムでよい。あるいは、第１ネットワークがディジタル・ネットワークで、
第２ネットワークが有効な衛星加入者ＩＤなしでもユーザにアクセスを許可するＡＭＰＳ
ネットワークのようなアナログ・ネットワークでも構わない。第１ネットワークおよび第
２ネットワークの両方が地上ネットワークであっても、あるいは両方が衛星ネットワーク
であってもよい。ディジタル・ネットワークはアジア・セルラ衛星システムでよい。ディ
ジタル・ネットワークはまた、有効な加入者ＩＤなしで緊急呼び出しのみを許可する地上
ネットワークであってもよい。トランシーバを制御するための手段は、ＡＭＰＳネットワ
ークが利用可能なネットワークの１つである時に、有効な加入者ＩＤなしで利用可能な最
も広い放送通信サービスを移動端末に提供するように、ＡＭＰＳネットワーク上で通信す
るようにトランシーバ手段を制御するための手段を含むことができる。
【００１７】
本発明の更に別の実施の形態では、移動端末はその移動端末の加入者ＩＤを含む加入者Ｉ
Ｄモジュールを含むことができる。端末は更に、有効な加入者ＩＤなしで第１および第２
ネットワークから利用できる通信サービスの定義を含む記憶手段を含むことができる。
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【００１８】
本発明の移動端末の更に別の態様では、端末は、有効な加入者ＩＤなしにアクセスを許可
しない第１ネットワークまたは第２ネットワークの１つに関する有効な加入者ＩＤをその
移動端末が有していない限り、有効な加入者ＩＤなしでのアクセスを許可しない第１ネッ
トワークまたは第２ネットワークの１つの上で通信するためのトランシーバ手段の動作を
防止するための手段を含む。あるいは、移動端末が有効な加入者ＩＤなしで通信している
時に、有効な加入者ＩＤを要求する非緊急の通信サービスへユーザがアクセスすることを
防止するための手段も含まれよう。
【００１９】
本発明の１つの方法態様では、有効な加入者ＩＤなしでのアクセスを許可する第１の通信
網およびアクセスのために有効な加入者ＩＤを要求する第２の通信網における移動端末の
二重モード動作のための方法が提供される。移動端末はその移動端末の加入者ＩＤが有効
であるかどうかを決定する。次に、移動端末は、加入者ＩＤが無効であると決定された場
合に、前記第１通信網での動作を選択する。１つの実施の形態での選択工程は、加入者Ｉ
Ｄが無効であると決定された場合に予め記憶されているネットワーク選択基準をオーバー
ライドし、またその移動端末の加入者ＩＤが無効であるという決定に応答して第２通信網
から第１通信網へ動作を自動的に切り換える工程を含む。本発明の方法の更に別の態様で
は、無効な加入者ＩＤのユーザ通知が提供され、通信動作の切り換えの前に、第２通信網
から第１通信網への切り換えのユーザ確認が受け取られる。この決定工程は、ユーザの緊
急呼び出し開始に応答して開始されよう。有効な加入者ＩＤを要求する通信サービスへの
ユーザ・アクセスは、加入者ＩＤが無効であると決定された場合には阻止されよう。
【００２０】
このように、本発明は、移動端末が有効な加入者ＩＤに欠ける場合に利用可能な最良の通
信サービスを提供するであろう、複数の通信網へアクセスするマルチモード端末の動作を
許可する装置および方法を提供する。従って、本発明は、有効な加入者ＩＤがその移動端
末で利用できない場合でも、利用できる最高レベルのアクセスを提供し、緊急呼び出しの
ような重要なユーザ呼び出しを発する機会を提供しよう。
【００２１】
（発明の詳細な説明）
ここで、本発明の好適な実施の形態を示す図面を参照しながら本発明についてより完全に
説明することにしよう。しかし、本発明はここに提示する実施の形態に限ることなく、数
多くの異なる形態で実施されよう。むしろ、ここに提示する実施の形態は本開示が完全で
あるように、また当業者に対して本発明のスコープを完全に伝えるように提供されるもの
である。当業者には理解されるであろうように、本発明は方法としてあるいは装置として
実現されよう。従って、本発明はハードウエアとしての実施の形態、ソフトウエアとして
の実施の形態、あるいはソフトウエアとハードウエアの組合せの実施の形態を取ろう。
【００２２】
図３は本発明に従う二重モード移動端末の動作環境を示す。衛星４２は地理的領域５０に
対してスポット・ビーム４８を放射して、第１の無線通信網４０からユーザ端末６０へ通
信サービスを提供する。ビーム４８は周波数ｆcを使用する制御チャンネルでシステム情
報を放送する。システム情報には通信網の識別およびその他の制御情報が含まれる。シス
テム情報は、サービス・ビームを同定することによってユーザ端末がシステムに登録する
ことを許可する。１つのスポット・ビームが示してあるが、衛星は図２に示すように、複
数の地理的領域に対してサービスを提供するために複数のスポット・ビームを放射しても
よい。
【００２３】
地上通信基地局２６は、地理的領域５０の一部分にサービスを提供する地上セルラ・ネッ
トワーク２０の一部でよい。特に、セルラ・ネットワークは制御チャンネル上でシステム
情報を放送し、そのシステム情報には通信網の識別やその他の制御情報が含まれる。例え
ば、地上通信網２０はＡＭＰＳセルラ無線電話システムやＧＳＭセルラ無線電話でよい。
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上では地上通信システムの特別な例を挙げたが、類似の情報を提供するその他のシステム
も本発明のスコープに包含されることを理解すべきである。
【００２４】
本発明の動作については、主としてここにアジア・セルラ衛星システムのような衛星シス
テムと、ＧＳＭまたはＡＭＰＳ地上システムのいずれかとで動作する二重モード移動端末
に関連して説明することにしよう。しかし、本発明の特長は、ＧＳＭ１９００のようなデ
ィジタル地上システムおよびＡＭＰＳで動作する移動端末についても実現されよう。本発
明はまた、異なる複数の利用可能な通信網上でシステムがサポートするサービスの異なる
複数レベルを備えるシステム環境において、非有効ＳＩＭ状態のもとで動作する任意の種
類のマルチモード移動端末にも適用される。本発明は更に、主として、ＧＳＭディジタル
地上通信システムで既知のように加入者ＩＤ情報を内包する加入者ＩＤモジュールを含む
二重モード移動端末に関連して説明しよう。しかし、本発明の特長はそのような端末に限
定されず、加入者ＩＤを移動端末に関連付けるための手段を有する任意のマルチモード端
末でも得ることができる。
【００２５】
ここで図４に示す実施の形態を参照すると、ユーザ端末６０は二重モード無線電話のよう
な無線電話であり、衛星通信システム４０および地上通信システム２０と通信できる。ユ
ーザ端末６０は衛星無線電話として動作できる。あるいはユーザ端末６０はユーザ制御の
もとで、あるいは自動的に、衛星と地上のモード間を切り換えることができる。ユーザ端
末６０は、衛星ネットワークおよび／または地上ネットワークとの間で通信を送受信する
ための、アンテナ６２と、トランシーバ６４またはその他のトランシーバ手段を含む。プ
ロセッサ６６はトランシーバ６４との間で情報の受信および提供を行ない、ユーザ端末６
０が衛星通信網４０または地上ネットワーク２０と通信するための制御チャンネルを選択
する。ユーザ端末メモリ６８は衛星通信網４０および地上通信網２０に関する情報を記憶
する。ユーザ・インタフェース７０には、ユーザがユーザ端末６０の動作を制御するため
のキーパッドが含まれよう。ユーザ端末６０はまた、加入者ＩＤを内包する加入者識別モ
ジュール（ＳＩＭ）７２を含み、それは衛星通信網４０および／または地上通信網２０へ
のアクセスを制御するために使用されよう。
【００２６】
本発明に従えば、プロセッサ６６は本発明に従う非有効ＳＩＭ動作を実現する。プロセッ
サ６６は、移動端末が利用可能な第１ネットワークが有効な加入者ＩＤなしでのアクセス
（あるいは利用可能なサービス・レベル）を許可するかどうかを決定するための手段、お
よび移動端末が利用可能な第２ネットワークが有効な加入者ＩＤなしでのアクセス（ある
いは利用可能なサービス・レベル）を許可するかどうかを決定するための手段を提供する
。上述のように、この手段は、メモリ６８に予め記憶されているかあるいは第１および第
２ネットワークとの通信を介してプロセッサ６６が入手する通信網サービス・レベル情報
へのアクセスを通してプロセッサ６６によって提供されよう。この単純なケースでは、第
２ネットワークはアクセスなしのＡｃｅＳのような衛星ネットワークであり、第１ネット
ワークは同じアクセス・レベルの地上ネットワークでよく、動作の決定のためには単に移
動端末をプログラムしてここに述べたように非有効ＳＩＭ動作のために地上ネットワーク
を選択すればよい。
【００２７】
更に図４に示すように、プロセッサ６６はまたＳＩＭ７２につながれて、ＳＩＭ７２から
の加入者ＩＤが第１ネットワークまたは第２ネットワークに関して有効であるかどうかを
決定するための手段を提供する。プロセッサ６６は更に、移動端末６０の加入者ＩＤが第
１および第２ネットワークにおいて無効である場合に、有効な加入者ＩＤなしでのアクセ
スを許可する第１または第２ネットワークの選ばれた１つの上で通信するようにトランシ
ーバ６４を制御するための手段を提供する。
【００２８】
もしも加入者ＩＤが第１または第２ネットワークのいずれかで有効であれば、有効なＩＤ
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が存在するネットワークのほうがより高レベルのサービスを提供すると期待するのが普通
であろうからそのネットワークでの動作が継続されることが好ましい。本発明の１つの目
的は、利用可能な最高レベルのサービスを提供することである。
【００２９】
ユーザ・インタフェース７０は入力および出力の両手段を提供する。本発明の１つの実施
の形態に従えば、インタフェース７０はユーザに対してその加入者ＩＤが無効であること
を通知するためのディスプレイ手段を含む。インタフェース７０は、更に、通信のために
使用する第１または第２ネットワークの１つを指定する入力をユーザから受信するための
、キーボード等の入力手段を含む。この実施の形態で、プロセッサ６６は第１または第２
ネットワークのユーザが指定した１つの上で通信を行なうようにトランシーバ６４を制御
するための手段を含む。メモリ６８は有効な加入者ＩＤなしで第１および第２ネットワー
クから利用できる通信サービスのレベルの定義を含むことが好ましい。
【００３０】
図４に例示される実施の形態では、プロセッサ６６は更に、有効な加入者ＩＤなしでのア
クセスを許可しない第１ネットワークまたは第２ネットワークの１つに関する有効な加入
者ＩＤを移動端末６０が有していない限り、有効な加入者ＩＤなしでのアクセスを許可し
ない第１ネットワークまたは第２ネットワークの１つの上で通信するトランシーバ６４の
動作を阻止するための手段を含む。あるいはプロセッサ６６は、移動端末が有効な加入者
ＩＤなしで通信している時に、有効な加入者ＩＤを要求する通信網上での通信サービスに
ユーザがアクセスすることを阻止するための手段を含む。このように、移動端末６０はユ
ーザがいくつかのサービスを求めて通信網へアクセスすることを継続して許可するものの
、有効な加入者ＩＤが利用可能でない場合にはそれ以外のサービスへのアクセスは許可し
ない。
【００３１】
当業者には明らかなように、図４で上述した本発明の態様はハードウエア、ソフトウエア
、またはそれらの組合せによって提供されよう。移動端末の各種部品が図４に部分的に個
別要素として示されているが、実際には、それらを、入力および出力ポートを含みソフト
ウエアのコードを実行するマイクロコントローラによって、特別仕様またはハイブリッド
のチップによって、個別部品によって、あるいはそれらの組合せによって実施されよう。
例えば、メモリ６６はプロセッサ６６に含めてもよい。
【００３２】
ここで本発明の動作について図５および６を参照しながら説明することにしよう。フロー
チャート図の各ブロックおよびフローチャート図の複数ブロックの組合せをコンピュータ
のプログラム命令によって実施できることは理解されよう。そのようなプログラム命令が
プロセッサに与えられてマシンが構成され、それによって、プロセッサ上で実行される命
令がフローチャートの１つのブロックまたは複数のブロックで指定される関数を実行する
ための手段を生成する。コンピュータのプログラム命令はプロセッサによって実行されて
、一連の演算工程がそのプロセッサによって実行されるようになり、それによってコンピ
ュータに組み込まれたプロセスが形成され、それによってプロセッサ上で実行される命令
がフローチャートの１つのブロックまたは複数のブロックで指定される関数を実行するた
めの工程を提供することになる。
【００３３】
従って、フローチャート図の複数ブロックは、指定された関数を実行するための手段の組
合せ、指定された関数を実行する工程の組合せ、および指定された関数を実行するための
プログラム命令手段をサポートする。更に、フローチャート図の各ブロックおよびフロー
チャート図の複数ブロックの組合せは、指定された関数または工程を実行する特別な目的
のハードウエアに基づくシステム、あるいは特別な目的のハードウエアとコンピュータ命
令との組合せによって実現できることも理解されよう。
【００３４】
ここで図５を参照すると、動作はブロック８０で開始され、移動端末６０が有効な加入者
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ＩＤを有するかどうかをプロセッサ６６が決定する。この検査は電源投入時あるいは移動
端末のユーザが緊急呼び出しなどの発呼を要求することに応答して開始されよう。ブロッ
ク８２では、加入者ＩＤが無効であると決定した場合にプロセッサ６６は予め記憶されて
いるネットワーク選択基準をオーバーライドする。ブロック８４では、移動端末のユーザ
はその移動端末に無効な加入者ＩＤが存在することを通知される。ブロック８６では、第
２通信網から第１通信網への切り替えをユーザが確認したことが移動端末６０によって受
信される。ブロック８８では、その移動端末の加入者ＩＤが無効である場合に、動作が第
２通信網から第１通信網へ切り換えられる。
【００３５】
ここでの説明の便宜上、第１通信網は有効な加入者ＩＤなしで少なくともいくつかの種類
のアクセスを許可するが、第２通信網はすべてのアクセスに対して有効な加入者ＩＤを要
求するとされている。しかし、第２通信網が有効な加入者ＩＤなしでいくつかの限られた
形のアクセスを提供する場合や、特定の種類のアクセスが有効な加入者ＩＤなしでは第１
通信網で許可されない場合にも、第２通信網よりも第１通信網を優先的に選択することに
よって本発明に従う動作を提供できることを理解すべきである。本発明の方法に従えば、
有効な加入者ＩＤなしの場合、第１通信網のほうがより高いレベルのアクセスをユーザに
提供するため、あるいはそれが第２通信網によって使用されるものとは独立した加入デー
タで動作することから、第１通信網のほうが第２通信網よりも優先して選択される。
【００３６】
図５に関連して説明した動作の実施の形態では、切り替えの通知および確認がユーザとの
間でやり取りされるが、これは本発明の特長を取得するために必要ではない。別のやり方
として、通信網のモードを切り換える動作はブロック８０での無効ＩＤの決定に応答して
ブロック８８において自動的に開始されるようにしてもよい。更に、ブロック８８で付加
的な動作を追加して、移動端末６０上に有効な加入者ＩＤがない通信網へのユーザによる
アクセスの試みを制御するようにしてもよい。そのような実施の形態では、ブロック８８
において、その通信網モードを切り換えた後で、移動端末６０は、その移動端末の加入者
ＩＤが無効であると決定された場合に、有効な加入者ＩＤを要求する第２通信網上での通
信サービスへユーザがアクセスすることを阻止する。更に、有効な加入者ＩＤを要求する
第１通信網での任意の通信サービスは、移動端末に有効な加入者ＩＤが存在しない場合に
は、移動端末６０のユーザがそれらへのアクセスすることを阻止されよう。
【００３７】
本発明の特別な実施の形態の動作についてのより詳細な説明を、ここで図６を参照しなが
ら行なうことにしよう。図６の説明の便宜上、第１通信網、すなわち有効な加入者ＩＤモ
ジュールなしでより高レベルのサービスを許可しているネットワークが地上通信網であり
、第２通信網（より低レベルのサービス）が衛星ネットワークであるとしている。図６の
フローチャートは、移動端末６０に衛星モードで電源投入されることによって動作を開始
する。図６のフローチャートに従う動作は、移動端末のユーザに対して最良の可能なサー
ビス、すなわち、地上モードでの安全でユーザが使い易いやり方での少なくとも限られた
サービスを提供することを意図している。
【００３８】
電源投入時に移動端末６０は、ブロック１００に示すように、有効なＳＩＭカードが存在
するかどうかを調べる。ＳＩＭカードを使用する移動端末では、これは有効なＳＩＭカー
ドが物理的に存在することを調べることで判断される。有効なＳＩＭカードが利用できな
い場合には、衛星モードでのサービスなしよりも地上モードで利用可能な限られたサービ
スのほうが優先される。この説明のために、衛星通信網として、有効な加入者ＩＤなしで
は何もサービス提供しない、アジア・セルラ衛星システムのようなネットワークを想定し
ている。
【００３９】
ブロック１００でＳＩＭカードが存在しないことが検出された場合、動作はブロック１０
２へ移って、移動端末のユーザに対して有効な加入者ＩＤが存在しないことが表示される
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。ユーザはまた、ブロック１０２において、地上モードへ切り換えるように促される。ユ
ーザ通信は、移動端末のユーザ・インタフェース７０を介して実行され、テキストや画像
のディスプレイ、可聴信号やその他の入出力手段を含むことができる。
【００４０】
ブロック１０２で示唆された地上モードへの切り替えに対するユーザの確認を受信すると
、移動端末はブロック１０４において、地上システムの利用を優先または制限する予め記
憶されているすべての情報を無視し、ユーザによって開始される緊急呼び出しを許可する
ために地上チャンネルに通信リンクを確立しようと試みる。あるいは、ブロック１０２と
、ブロック１０４でのユーザ確認待ちとを省略して、移動端末６０は地上モード動作へ自
動的に切り換えることを開始してもよい。
【００４１】
ブロック１００での電源投入時にもしも有効なＳＩＭカードが検出されれば、移動端末６
０はブロック１０６で衛星モード動作を継続する。しかし、移動端末６０は電源投入以外
でもいろんな時点で有効ＳＩＭのチェックを行なう。そのような定期的なチェック時に、
ブロック１０８のようにＳＩＭが取り外されたことによって有効な加入者ＩＤが最早利用
できないことが決定された場合は、動作はブロック１０２へ移行して地上モード動作への
遷移が開始される。更に、ブロック１１０に示すように、例えば、サービス要求、場所更
新、あるいは認証チェック等に応答して加入者または移動機器ＩＤ証明に失敗することに
よって、非緊急時のネットワーク・アクセスの間でも衛星モード動作中に無効な加入者Ｉ
Ｄが指摘される場合がある。カードの取り外し以外で有効な加入者ＩＤ欠損の原因となる
可能性のあるネットワーク関係の原因に、違法使用があろう。非緊急時のネットワーク・
アクセスの間にもしもブロック１１０でＳＩＭの無効が指摘されれば、動作は再びブロッ
ク１０２へ移り、地上モード動作へ遷移する。
【００４２】
最後に、衛星モード動作時のユーザからの緊急呼び出し要求は、ブロック１１２に示すよ
うに、ブロック１１４での有効な加入者ＩＤの存在を調べることから開始される。ブロッ
ク１１４でもしも有効な加入者ＩＤが検出されれば、ブロック１１６に示すように、その
緊急呼び出しは衛星モードで処理される。ブロック１１４でＳＩＭが無効であると決定さ
れた場合には、ブロック１１８で緊急呼び出しの地上モードでの処理が行なわれる。
【００４３】
図６の実施の形態に示すように、ユーザからの切り替え確認を待つことなく、緊急呼び出
しを直ちに地上モードで処理してもよい。これは、それが緊急呼び出しを発するための最
も早い地上モード・ネットワークへのアクセスを提供するので、好ましい動作モードであ
る。しかし、ブロック１１８での動作は、ユーザに対して有効な加入者ＩＤが存在しない
ことを通知し、緊急呼び出しを発する前に地上モードへ切り換えることについてユーザの
確認を要求する。
【００４４】
ブロック１２０では、移動端末６０は衛星モードから地上モード動作への切り換えに成功
している。有効な加入者ＩＤなしで地上モードで動作している間は、移動端末は衛星モー
ドと地上モードとを比較して使用することを制御する予め記憶されている情報をすべて無
視する。移動端末は、通常はオペレータが再選択を起動する場合のように遷移を引き起こ
すはずの、アイドル・モードの地上動作における任意の事象の結果として、衛星モード動
作へ移行しようとしないことが好ましい。しかし、移動端末ユーザの動作は次に説明する
ように提供される。
【００４５】
ブロック１２０および１２２に示すように、衛星モードへの遷移を要求するネットワーク
・モード選択要求が移動端末６０によって受信される時、その要求が移動端末ユーザが起
こしたものであるかどうかをブロック１２２で調べる。もしそうであれば、その要求はブ
ロック１２４で処理され、移動端末６０は衛星モード動作を再確立しようとする。しかし
、ブロック１２２でもしその要求が移動端末のユーザからでなければ、その要求はブロッ
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ク１２６で拒否されて、動作は地上モードで続けられる。
【００４６】
図６には示されていないが、もしもＳＩＭカードが置き換えられて有効な加入者ＩＤが存
在すれば、移動端末は任意の予め記憶されているシステムの優先または制限情報の利用を
含む正常時の動作に戻り、また移動端末はそのようなシステム優先情報に従って衛星モー
ド動作へ戻るように切り替えることができる。更に、有効な加入者ＩＤの欠損に起因する
地上モード動作の間は、移動端末のユーザ・インタフェース機能は実行のために加入者Ｉ
Ｄのチェックを要求する分野に限定されることが好ましい。ＳＩＭカードのサポートを必
要とするユーザ・サービス、メニュ、および選択操作は、従って、移動端末６０によって
禁止されよう。この禁止措置はユーザ・インタフェースの対応する箇所をユーザが利用で
きないようにすることによって、例えば、そのような箇所をディスプレイに表示しないと
か、それらの箇所にマークを付けて利用可能なユーザ機能と区別することによって行なわ
れよう。次に、移動端末６０は利用できないサービスを要求する関連のユーザ行動を無視
する。ブロック１０２の議論で指摘したように、地上モード動作の間中、ユーザに対して
無効な加入者ＩＤの表示が続けられる。
【００４７】
地上モード動作の間に、もしもブロック１２８に示すように緊急呼び出しの要求がユーザ
から受信されれば、その要求はブロック１３０で処理されて、その緊急呼び出しが地上ネ
ットワーク上へ発せられる。
【００４８】
地上ネットワークが有効な加入者ＩＤなしでも緊急呼び出し以上のユーザ・アクセスを許
可する場合は、非緊急な呼び出し要求もブロック１３０－１３６に示すように処理されよ
う。それらの動作は、システムに依存する加入権の或る部分が無効化された場合でも少な
くとも別の一部分を通信網の相互作用が無効化しないネットワーク環境にあるユーザに対
して中間レベルのアクセスを提供する。そのような応用例は、ＡＭＰＳを地上モード・サ
ービスとして備えるアジア・セルラ衛星システム用のマルチモード電話である。これはま
た、ディジタルＧＳＭネットワークと、ＡＭＰＳネットワーク上で緊急呼び出し以上の付
加的なサービスが提供されるアナログ式のＡＭＰＳネットワークとにアクセスする地上ベ
ースのディジタル二重モード電話にも応用されよう。そのような場合には、地上モードと
いうのはＡＭＰＳモード、あるいは有効な非ＡＭＰＳモードの加入者ＩＤなしで緊急呼び
出し以上のユーザ・アクセスを提供するその他のサービスを意味するものと理解すべきで
ある。
【００４９】
再び図６を参照すると、ブロック１３０において地上モードで非緊急の呼び出し要求が受
信された後で、移動端末６０はブロック１３２において、地上モードに非加入者ＩＤモジ
ュールに基づく加入アクセスが存在するかどうかを決定する。そのようなアクセスが存在
する場合は、言い換えれば、ブロック１３２で非緊急のアクセスが利用可能と決定されれ
ば、呼び出し要求はブロック１３６において地上モードで処理される。しかし、もしもブ
ロック１３２において非緊急アクセスが利用できなければ、その要求はブロック１３４に
示されるように拒否される。
【００５０】
本発明は以上のように２つのネットワーク間の切り替えに関連して説明してきたが、当業
者には理解されるように、本発明はもっと多くのネットワークに関して利用できる。その
ような場合、利用可能なネットワークに基づいて、利用できる最高レベルのアクセスを提
供するようにネットワーク選択の階層構造が確立されよう。更にその階層構造は利用可能
なネットワークに基づいてプロセッサ６０によって動的に決められよう。
【００５１】
上で述べたように、本発明のマルチモード移動端末およびそれを動作させる方法は、異な
る通信網が加入者ＩＤなしで異なるレベルの移動端末アクセスをサポートする複雑なマル
チモード電話システム環境において、利用可能な最高レベルのサービスを移動端末動作に
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提供するようになっている。この能力は安全でユーザが使い易いやり方で提供されており
、そのことは緊急呼び出しの状況で特に有利である。ここに述べた動作は、現在既知の地
上および衛星ネットワークに関する既存の技術的な仕様要求に従う信頼できるものである
と一般に期待される。本発明の装置および方法は、また、多様な加入者ＩＤ構成を使用す
る移動端末機器に対して容易に実施および適用できる。
【００５２】
図面および明細書において、本発明の典型的な好適な実施の形態が開示され、また特別な
表現が採用されているが、それらは一般的な記述的な意味で用いられただけであり、以下
の特許請求の範囲に提示した本発明のスコープを限定するためのものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　異なる地理的エリアにサービス提供する複数の基地局を含む広域セルラ・ネッ
トワークの一部分を模式的に示す。
【図２】　異なる地理的エリアをカバーするスポット・ビームを有する衛星を利用する広
域セルラ・ネットワークの一部分を模式的に示す。
【図３】　利用可能なネットワークの１つが衛星を利用するネットワークで、利用可能な
その他のネットワークが地上ネットワークである、本発明の動作環境を模式的に示す。
【図４】　本発明の１つの実施の形態に従う二重モード移動端末のブロック図である。
【図５】　本発明の１つの実施の形態についての動作を示すフローチャートである。
【図６】　本発明の別の実施の形態についての動作を示すフローチャートである。
【図６Ａ】　本発明の別の実施の形態についての動作を示すフローチャートである。
【図６Ｂ】　本発明の別の実施の形態についての動作を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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